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不妊治療にかかる先進医療費助成事業の受付開始
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１助成事業の概要

２スケジュール

申請方法
申請期間

e-ひょうご（県電子申請共同運営システム）によるオンライン申請
令和６年７月４日(木)～令和７年２月２８日(金)

３申請要件（以下の要件全てを満たすことが必要です）

若者・Ｚ世代応援パッケージ「不妊治療支援対策の強化」

不妊治療の経済的負担を軽減し、治療の選択肢を広げていただくため、保険適用外の「先進医療

にかかる治療費」及び「先進医療を受けるための通院交通費」を回数制限なしで助成します。

項目 助成額

先進医療費 １クール（胚移植1回）＊1あたり３万円（定額）

通院交通費 先進医療を含む1クールの治療にかかった通院交通費＊2

の合計額から5,000円を控除した額の1/2以内の額

・先進医療を受けた時点で婚姻（事実婚含む）をしている夫婦であること
・先進医療を実施した時の妻の年齢が43歳未満であること
・夫婦のどちらかが兵庫県内に住所があること
・県内医療機関＊3で先進医療を受けていること

*3 西播磨圏域、但馬圏域、淡路圏域は県外医療機関を含む

オンライン申請システム（e-ひょうご）
*1 １ｸｰﾙは、生殖補助医療開始から胚移植までの１回
*2 夫と妻の両方が先進医療を受けた場合、交通費は２人分申請可
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４事業申請のポイント
■保険診療の有無に関わらず、回数制限なしで申請可能

⇒保険診療回数＊1を超過し、全額自費診療の夫婦も先進医療の利用があれば対象

■スマホ１台で申請が完結
⇒必要書類は最低限とし、カメラで撮影して添付可能

■お問い合わせ専用ダイヤル（078-362-9230）を設置
⇒オンライン申請が苦手な方も個別に対応

専用ダイヤル受付時間：平日９時～17時

５申請フロー
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事前準備

2～4週間 （1～2週間） 2週間

兵庫県

申請者

通知

申請 修正対応・通知確認 振込確認

修
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不備がなければシステム入力は最初の１回のみ

*1 生殖補助医療の保険診療は年齢によって回数制限あり（開始時40歳未満:通算６回/一子あたり、40歳以上43 歳未満：３回/同）

＜問い合わせ先＞保健医療部健康増進課 TEL：078-362-9115

申請から支払いまでの期間は最短で約１ヶ月半程度

スマートフォンでの申請イメージ



Hyogo Prefecture

03

（参考）先進医療費助成の対象となる治療期間の考え方

１クール（助成対象１回分）

治療
計画 胚移植 妊娠

確認
治療
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先進
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治療
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採卵
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先進
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（夫）

先進
医療
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胚移植 妊娠
確認

１クール（助成対象１回分） ※胚移植までにご夫婦で複数の先進医療を利用した場合も１回分

治療
計画

採卵
準備

先進
医療
（妻）

治療
中止

医師の判断により治療を中止し、最終的に
移植に至らなかった場合も、それまでに
行った先進医療は対象となります。

１クール（助成対象１回分）

R6.4

治療
計画

採卵
準備

採卵･
受精 胚移植 妊娠

確認 先進医療を実施していない場合は対象外

：保険診療・自費診療を問わない

採卵･
受精

凍結胚移植においても
先進医療の利用があれば
対象となります。
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